[bookmark: _ha69rrimua0c]保証委託契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が第三者に対して負担する債務につき、乙が保証を行うことに関し、以下のとおり保証委託契約書（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _51xl647w8tj1]第1条（目的）
本契約は、甲が第三者（以下「主債権者」という。）に対して負担する金銭債務について、乙が保証人となることを甲が乙に委託し、当該保証に関する条件及び両当事者の権利義務を定めることを目的とする。

[bookmark: _z6h7bnyte7rs]第2条（主たる債務）
本契約に基づき乙が保証する主たる債務は、甲が主債権者との間で締結する金銭消費貸借契約その他これに付随又は関連する契約に基づき負担する一切の債務とする。

[bookmark: _75x7d25srdoo]第3条（保証の内容）
1. 乙は、本契約に基づき、前条に定める主たる債務につき、主債権者に対し連帯して保証するものとする。
2. 乙は、民法上の検索の抗弁権及び分別の利益を行使しないものとする。
3. 
[bookmark: _b5c0mrgi30wb]第4条（保証期間）
乙の保証責任は、主たる債務が完済されるまで有効に存続するものとする。

[bookmark: _ewj5kvsj7pkq]第5条（求償権）
1. 乙が本契約に基づき主債権者に対して弁済を行った場合、乙は、当該弁済額及びこれに付随する費用について、甲に対し求償することができる。
2. 甲は、前項の求償に応じ、乙に対し遅滞なく支払うものとする。
3. 
[bookmark: _7y1am5oncrru]第6条（担保提供）
甲は、乙から求めがあった場合には、乙の求償権を担保するため、合理的な範囲で担保を提供するものとする。

[bookmark: _tmyoz3f0vq3n]第7条（報酬及び費用）
1. 甲は、本契約に基づく保証の対価として、乙に対し、別途合意した保証委託料を支払うものとする。
2. 本契約に関連して生じる公租公課その他の費用は、甲の負担とする。
3. 
[bookmark: _1r3uy1fvmyu2]第8条（期限の利益喪失）
甲が主たる債務につき期限の利益を喪失した場合、乙は、当然に保証責任を負うものとする。

[bookmark: _deetv0t29pv3]第9条（契約解除）
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めてもなお当該違反が是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、解除前に成立した保証債務には影響を及ぼさない。

[bookmark: _vg8a1t96xoyl]第10条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

[bookmark: _n3u850mo7f6z]第11条（準拠法及び管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

●●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　●●株式会社
住所：
代表者名：

